
都市計画変更に係る説明会

４．閉会

３．質疑応答

２．都市計画変更について

１．開会

日時：2024年3月10日 14時～
場所：山陽小学校 体育館



新たなまちづくり・経過 赤磐市

権利者等説明会

○河本・岩田
時 期：令和４年１０月２８日・３０日

令和５年 ４月２７日・２８日
令和５年 ９月２２日・２６日・２８日
令和５年１１月 ４日
令和５年１１月１６日
令和６年 １月２９日
令和６年 ３月 １日

○山陽団地
時 期：令和５年 ７月 ５日
○桜が丘
時 期：令和５年 ７月 ９日 延べ１３回

立地適正化計画の策定に向けた有識者協議会

時 期：令和２年９月２５日～令和５年１０月２４日 延べ８回開催

立地適正化計画の策定に向けた説明会等

○新たなまちづくり（立地適正化計画策定中間とりまとめ）市民説明会
時 期：令和４年９月９日・１１日

○赤磐市におけるまちづくり説明会
時 期：令和５年３月２日・３日・６日

○新たなまちづくり（立地適正化計画の素案）市民説明会
時 期：令和５年４月２３日 延べ６回

立地適正化計画（案）の公表

〇パブリックコメント等を踏まえた計画の最終案
時 期：令和５年１１月３０日

立地適正化計画（素案）のパブリックコメント及び都市計画審議会

○立地適正化計画（素案）のパブリックコメントの実施
時 期：令和５年７月３日～７月３１日

○都市計画審議会による意見聴取
時 期：令和５年３月１５日、令和５年８月２８日

岡山県南広域都市計画区域における都市計画変更の説明会

〇立地適正化計画に基づく都市計画変更案の説明

※令和４年広報あかいわ９月号折込み配布
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赤磐市の現状と課題 赤磐市

人口の将来予測で生じる大きな地域差

昼間人口の流出（雇用の他市への依存）

住宅に偏った土地利用（都市機能の不足）
国勢調査の数値より推計 都市計画基礎調査（2018年度実施）

※地価公示（国土交通省） 国勢調査
（千円）
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稼ぐ力の弱さ（都市の脆弱性）

交通利便性の低さ

令和３年版 岡山県市町村ハンドブック
地価の下落傾向

※赤磐市立地適正化計画から
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課題解決のための施策・誘導方針、都市構造の再編 赤磐市

※赤磐市立地適正化計画から
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ストーリー①：赤磐版コンパクト+ネットワークの構築

ストーリー②：新たな時代に対応した都市構造の再編

ストーリー③：赤磐の魅力を活かした移住定住の促進

・疲弊した都市の再生に向けた都市構造の再構築
・時代の変化に対応した商業系から住居系への見直しなど適切な用途の再編
・市の玄関口（顔）となり、中心となる「つながり」「交流する」エリアの創造

施策 概要 エリア

都市計画の見直しによる
都市構造の再編

Ⅰ 利便性の高いエリアの市街
化区域への編入。

河本・岩田

Ⅱ 将来都市構造の実現に向け
た市街化調整区域への編入
（逆線引き）。

山陽団地、桜が丘

Ⅲ 新たな都市像に対応した用
途の再編。

山陽団地、桜が丘、市役所周辺

○都市構造の再編（居住誘導、都市機能誘導）



市街化区域・用途地域の再編（現状の都市計画図） 赤磐市
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市街化区域・用途地域の再編（山陽団地・市役所周辺） 赤磐市

（変更後）
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①

Ⅱ 市街化調整区域への編入

Ⅰ 市街化区域への編入

（河本・岩田地区：約 28.3ha）

都市施設（公園・下水道）の決定Ⅲ 用途地域の変更
第一種低層住居専用 → 第一種住居

Ⅲ 用途地域の変更
第一種住居 → 第二種住居

②

③



市街化区域・用途地域の再編（桜が丘） 赤磐市
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Ⅱ 市街化調整区域への編入

Ⅲ 用途地域の変更
近隣商業 → 第一種住居

④

（変更後）



① 河本・岩田地区における用途地域及び地区計画の決定 赤磐市
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都市施設（公園・下水道）の決定



① 河本・岩田地区における用途地域及び地区計画の決定 赤磐市

地区計画による建築物の用途制限の概要

地区の区分 生活利便ゾーン 公共ゾーン
賑わい・交流ゾーン 産業振興ゾーン

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ

用途地域 第一種住居地域 第二種住居地域 近隣商業地域 第二種住居地域 第一種住居地域 第一種住居地域 準工業地域

地区計画で
誘導する施設
（主なもの）

・サービス付き高齢者
向け住宅

・健康増進施設
（スポーツクラブ等）
（3,000㎡以下）
・診療所

・バスターミナル
・道の駅
・地域交流センター

・商業施設（複合型）

※市内に存在しない
広域の商圏を持つ
滞留型で、都市の
活気や賑わいを創
出する施設を想定

・ホテル、旅館
・温浴施設

・商業施設
（1,500㎡以下）
・事務所
（1,500㎡以下）

・商業施設
（1,500㎡以下）
・事務所
（1,500㎡以下）

・工場（軽工業）
・研究開発施設
・事務所

地区計画で
制限する施設
(主なもの)

・商業施設
（1,500㎡超）※
・事務所
（1,500㎡超）
・ホテル、旅館
・パチンコ屋等
・自動車修理工場

・住宅（戸建、集合）

・パチンコ屋等
・自動車修理工場

・住宅（戸建）

・ホテル、旅館
・パチンコ屋等

・住宅（戸建）
・商業施設
（1,500㎡超）
・事務所
（1,500㎡超）

・パチンコ屋等
・自動車修理工場

・住宅（戸建）

・ホテル、旅館
・パチンコ屋等
・自動車修理工場

・ホテル、旅館
・パチンコ屋等
・自動車修理工場

・住宅（戸建、集合）
・商業施設
（1,500㎡超）

・ホテル、旅館
・パチンコ屋等

敷地面積の
最低限度

200㎡ － 10,000㎡ 3,000㎡ 200㎡ 200㎡ 10,000㎡ 3,000㎡

壁面後退

道路境界 1m 5m 5m 2m 2m 1m 5m 2m

隣地境界 － 2m 2m 2m 2m － 2m 2m

その他 －
市道馬屋下市線に接する土地については、建築物等の外壁又はこれにかわる柱の面から、道路中心線までの距離は、歩行空間を2
ｍ確保でき、市道路管理者と協議した場合を除いて8ｍ程度とする。

地区計画の方針（概要）
名 称 赤磐市 河本・岩田地区 地区計画

位 置 赤磐市 河本・岩田 地内

地区計画の目標
赤磐市立地適正化計画において位置付けている立地を推進する都市施設を、誘導・配置するとともに、既存集落における住環境の

保全に配慮した健全な市街地の形成を図ることを目標とする。

区域の整備・
開発及び保全
の方針

土地利用の方針

周辺の住環境や営農条件等に配慮しつつ、当地区の特性に応じた土地の有効かつ合理的な利用を図るため、次に掲げる４つの地区
に区分する。
１ 生活利便ゾーン

主として医療・福祉・健康増進などの生活に密着したサービスの増進を図る施設の立地を促進するために定める地区
２ 公共ゾーン

交通結節点となる交通ターミナルを中心とした多様な交通手段との連携、地域振興や市民の交流を促すために定める地区
３ 賑わい交流ゾーン

主として住環境に配慮した賑わいと交流を創出し、滞留できるような商業施設の立地を促進するために定める地区
４ 産業振興ゾーン

主として周辺住環境に配慮した環境負荷や危険性の少ない軽工業や研究開発施設の立地を促進するために定める地区

8
※特例により一部2,000㎡超



② 山陽団地における用途地域の再編 赤磐市

（旧） （新）

用途地域を 第一種低層住居専用 ⇒ 第一種住居 に変更します。

■用途地域の見直しにより変わること

建てることができる建物の種類が増える

・独立したカフェやコインランドリーといった生

活を便利で豊かにする店舗を建てることができる

ようになります。

・公共施設の利活用として都市公園内のカフェな

ども建てることができるようになります。

現在 見直し

第一種低層
住居専用

第一種住居

独立した
店舗

カフェなどが
建てられる
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山陽西小学校

弥生公園



③ 市役所周辺における用途地域の再編 赤磐市

（旧） （新）

将来的な都市機能の集約や公共施設の複合化を見据えて変更します。

用途地域を 第一種住居 ⇒ 第二種住居 に変更します。
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東庁舎

中央図書館

中央公民館

赤磐市役所

産業会館



④ 桜が丘における用途地域及び地区計画の再編 赤磐市

（旧） （新）

弥生公園

山陽西小学校

用途地域を 近隣商業 ⇒ 第一種住居 に変更します。

■用途地域の見直しにより変わること

建ぺい率 敷地の中で建てられる面積の割合のことです。

最低敷地面積 敷地面積の最低限度を設定し、土地の細分化を防ぎます。

８０％ ６０％

無指定 ２００㎡

建築可能な建築物

建てることができる建物の種類は現在と変わりません。

９丁目グラウンド

山陽北小学校

第２近隣公園
８丁目
Ｂグラウンド

現在の景観を踏まえて閑静でゆったりしたまちなみを維持していきます。

※なお、地区計画により建築可能な建築物は現在も第一種住居なみです。
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※地区計画により指定。



スケジュール 赤磐市
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都市計画の変更手続きに向けた流れ

岡山県への都市計画（素案）の申し出

国土交通大臣への都市計画（原案）の事前協議

都市計画（原案）の公告・縦覧

岡山県都市計画審議会への諮問等

都市計画（案）の公告及び縦覧

都市計画の決定告示・縦覧

以下、岡山県

現時点

立地適正化計画（案）の公表（Ｒ5.11.30）



① 河本・岩田地区における市街化区域への編入（広域図） 赤磐市

（旧） （新）
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② 山陽団地における都市計画の変更（広域図） 赤磐市

（旧） （新）
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③ 市役所周辺における用途地域の変更（広域図） 赤磐市

（旧） （新）
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④ 桜が丘における都市計画の変更（広域図） 赤磐市
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（旧） （新）



用語の説明 赤磐市
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語句 意味

市街化区域
都市計画区域のうち市街地として積極的に開発・整備する区域で、既に市街地を
形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき
区域をいう。

市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域をいう。市街化調整区域においては、積極的な都市整備
を予定しておらず、開発許可制度により開発が規制されている。

用途地域
都市計画区域内において、都市機能及び都市環境の維持推進を図るため、建築物
の用途・形態・容積率等について守るべき最低限のルールを定めるもの。

地区計画

地区計画とは、地域にふさわしい街並みの形成のため地域の特性に合わせて定め
る建築物などに関するルールのこと。
地区内の建築物などを地区計画の内容に沿って規制・誘導することで目標とする
まちづくりの実現を図るもの。

〈用途地域〉

〈地区計画〉

市街化区域

都市計画区域

市街化調整区域

〈市街化区域・市街化調整区域の概念図〉


